
教 職 第 9 2 6 号 

令和８年３月 27 日 

 

ふるさと振興部学事振興課総括課長 様 

 

教育委員会事務局教職員課総括課長 

 

 

「岩手県教育職員免許状に関する規則において別に定めることとした様式につ

いて」の通知の一部改正について（通知） 

標記通知（平成 21年３月 31日付け教職第 1050 号）の一部を下記のとおり改正しました

ので通知します。 

つきましては、貴所管の私立学校等へ周知くださいますようお願いします。 

記 

１ 改正の内容 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則（令和８年岩手県教育委員会規則第２号）

の公布に伴い、様式の一部を改正すること。（様式第 33号） 

２ 施行日 

  令和８年４月１日から施行する。 

３ その他 

 施行日以後、県ホームページに掲載予定であること。 

  https://www.pref.iwate.jp/ 

『トップページ⇒教育・文化⇒教育⇒教育一般⇒教育行政⇒規則や訓令の規定に基づく様式』 

 

担当：免許担当 湯川 

TEL 019-629-6124 FAX 019-629-6134 


